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 【第1号議案】

１．本部活動報告　

《西富小関係》 《所沢市ＰＴＡ連合会関係》
　・運営委員会・運営委員会だより発行 ・PTA役員等研修会
　・学校行事協力（運動会） ・市長、教育長と語る会

　・本部会議
　・ベルマーク集計主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　《向陽中学校区四校関係》
　・選考委員会召集 ・四校連絡協議会
　・各委員会新旧引き継ぎ
　・クリーンサタデー 《富岡中学校区四校関係》
　・西富祭・西富祭会議 ・四校連絡協議会
　・会計監査
　・150周年周年行事実行委員会

２．校外生活指導委員会活動報告

・登校班編成
・一斉下校時見守りボランティア
・連絡網の廃止
・校外役員選出基準の各家庭への周知

３．学年委員会活動報告

　・PTA会費集金・集計
　・運営委員会への出席（学年長）
　・西富祭（文化）
　・選考委員会立ち上げ（選考）

４．家庭教育学級運営委員会活動報告

　・家庭教育学級運営（栄養講座・人権教育講座・環境講座・性教育講座）
　・活動報告「たんぽぽ」発行
　・学習計画作成、講座参加者募集案内作成・配信
　・運動会トイレ清掃
　・家庭教育学級役員引継ぎ

５．広報委員会活動報告
　・広報誌「にしとみ」発行(2月)
　・広報誌掲載原稿依頼・写真撮影・編集・業者との打ち合わせ
　・市の広報誌原稿作成

６．ベルマーク活動報告

　　　　
以上の通り報告いたします。

　・第70回PTA総会（オンライン）

　・立哨講習会                        
　・指導員さんを囲む会                                                   
　・通学班編成検討、新通学班名簿作成                　　 　
　・かけこみ110番
　・西富祭トイレ清掃

日　　付 集計点数 使用点数

- 99,299

第１回集計 令和7年9月24日 3,485

令和7年9月29日備品購入

32,855次年度繰越点数

令和8年4月15日
西富小学校PTA会長

小山　俊介

ウェブベルマーク

令和7年度事業報告書

125,036

合計点数(利息含)

128,521

29,222

32,000

32,855

前年度繰越点数

第２回集計 令和8年1月9日 2,778

令和8年3月31日 855
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 【第4号議案】

・総会(オンライン) ・向陽中学校区四校連絡協議会

・運営委員会 ・富岡中学校区四校連絡協議会

・本部会議 ・所沢市PTA連合関係

・西富祭 　　総会

・クリーンサタデー/除草作業 　　理事会

・ベルマーク集計主管 　　各種行事研修会参加

・選考委員会召集

・学校行事協力

・お助け隊都度募集

広報委員会 ・休会

・家庭教育学級講座運営

・代表者会議（市主催）、PTA運営委員会出席

・活動報告『たんぽぽ』発行

・学校行事協力

・西富祭企画運営

・学校行事協力

選考委員会 ・次年度本部役員選考作業

・立哨活動 ・学校行事協力

・交通安全活動 ・パトロール用カード作成、配布

・校外長会議 ・交通指導員さんを囲む会

・通学班、連絡網作成 ・立哨講習会

・西富祭協力 ・交通安全教室協力

上記の通り提案いたします。

令和8年4月15日

西富小学校PTA会長

小山　俊介

令和8年度事業計画（案）

本      部

家庭教育学級
運営委員会

文化委員会

校外生活指導委員会
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所沢市立西富小学校ＰＴＡ規約（案） 
 

第 １ 章  名所及び事務所 

 

第 １ 条  本会は所沢市立西富小学校ＰＴＡと称し、事務所を西富小学校(以下学校という)におく。 

 

第 ２ 章  目     的 

 

第 ２ 条  本会は次の諸項を目的とする。 

(１) 家庭、学校及び社会における児童の福祉を増進する。 

(２) 家庭と学校との関係を一層緊密にし、児童の教育について、会員が相互に聡明な努力を

する。 

 

第 ３ 章  方     針 

 

第 ３ 条  本会は教育を本旨とする民主団体として活動する。 

第 ４ 条  本会は児童福祉のために活動する他の社会団体及び機関と協力する。 

 

第 ４ 章  会     員 

 

第 ５ 条  ① 本会の会員は西富小学校に在籍する児童の父母又はこれに代わる人(以下保護者という)

ならびに学校に勤務する教職員とし、会員は全て平等の権利と義務を有する。特に教育に

関心を持つ者は、希望により入会を認める。 

       ② 会費の納入をもって、本会への入会の意思表示があったものとみなす。 

 

第 ５ 章  事業および会計 

 

第 ６ 条  本会の経費は、会費およびその他の収入を持って支弁する。 

第 ７ 条  会費は年額 2,000 円とし、一括納入とする。但し、年度途中の入会については上半期の場合は

全額を納入し、下半期の場合は半額を納入する。年度途中退会については上半期の場合は半額

を返金し、下半期の場合は返金なしとする。 

第 ８ 条  本会の事業および会計年度は４月１日より翌年３月３１日までと定める。 

 

第 ６ 章  機     関 

 

第  ９  条   機 関 の 設 置 

（１）本会は次の機関を設け、第２章に掲げる目的を達成するために努力する。   

① 総会 

② 運営委員会 

③ 校外生活指導委員会 

④ 広報委員会 



⑤ 家庭教育学級運営委員会 

⑥ 文化委員会 

⑦ 選考委員会（必要に応じて設置） 

（２） 各員会の構成及び運営は別章または細則で定める。 

（３） 学校長は、すべての会に参加して意見を述べることができる。 

 

第 １０ 条  総 会 

総会は年１回開催され、次の事項を審議する。 

(１) 事業報告および決算報告 

(２) 事業計画案および予算案 

(３) その他の必要事項 

開催方法は、書面開催及び WEB 開催を認める。総会の議決は、招集による決議、または書面

（議決権行使書）（電磁的記録を含む）によるものとする。 

 

第 １１ 条  総 会 の 成 立 お よ び 議 決 

総会は会員の三分の一以上の出席(委任状および議決権行使を含む）をもって成立し、議決は

その過半数の同意を必要とする。 

 

第 １２ 条  臨 時 総 会 

運営委員会が必要と認めた時、または会員の五分の一以上の要求があった時は、会長は臨時総

会を招集、開催することができる。開催方法、議決は総会に準ずる。 

 

第 １３ 条  運 営 委 員 会 

（１） 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の運営にあたる。 

（２） 運営委員会は、構成員の三分の一の出席（含委任状）をもって成立し、議決は出席者の

過半数の同意を必要とする。 

（３） 運営委員会は、次の者をもって構成する。 

学校長 

会長・副会長・書記・会計 

校外生活指導委員会各地区校外長 

広報委員長・副委員長 

家庭教育学級長・副学級長 

文化委員長・副委員長 

 

第 １４ 条 運 営 委 員 会 の 任 務 

運営委員会の任務は、次のとおりとする。 

① 第８章に定める各委員会の立案する事業を審議する。 

② 総会に提出する資料を審議決定する。 

③ そのほか緊急要務を処理する。 

 

 

 

 



第 ７ 章  役員および顧問 

 

第 １５ 条 役 員 

本会に、次の役員を置く。 

      会 長      １名  (保護者) 

副会長      ２名以上 (内 1 名は教頭) 

書 記      ３名以上 (内１名は教職員) 

会 計      ３名  (内１名は教職員) 

監 査      ２名 

 

第 １６ 条 顧 問 

本会に顧問を置くことができる。 

顧問は、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。 

 

第 １７ 条 役 員 の 任 期 

役員の任期は、選出された総会日の翌日から次年度総会の日までとする。 

      ① 会長および監査の任期は１年とする。 

      ② その他の役職の任期は２年とする。 

      ③ いずれも再任を妨げない。 

 

第 １８ 条 役 員 の 選 出 

      会長および副会長、書記、会計、監査は別に定める選考委員会において選出する。 

 

第 １９ 条 役 員 の 任 務 

① 会長は、本会を代表し、総会および運営委員会を開催し、その他一切の会務を取りまとめる。 

職責上、各種の会議に参加し意見を述べることができる。 

② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をつとめる。 

③ 書記は、総会および運営委員会の議事を正確に記録し、各種会合について通知する。 

④ 会計は、本会の会計を司り、都度、収入、支出の報告を行い、総会において会計監査を経て

決算報告をする。 

⑤ 監査は、その年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第 ８ 章  委  員  会 の 任 務 
 

第 ２０ 条 校 外 生 活 指 導 委 員 会 

① 児童を事故や非行から守る活動をする。 

② 校外生活指導委員は、地区ごとに 2 名以上 10 名以内選出し、うち 1 名を校外長とし、校外

長の中から 1 名を委員長とする。但し、各地区の会員数によってはこの限りではない。 

 

第 ２１ 条 広 報 委 員 会 

① 本会目的達成のために広報活動を行なう。 

② 広報委員は、全学年より選出し、委員の互選により委員長及び副委員長を設ける。 

 



第 ２２ 条 家 庭 教 育 学 級 運 営 委 員 会 

① 家庭教育充実のための計画を立て、併せて会員の生涯教育と福祉親睦を達成するための諸活

動を推進する。 

なお、家庭教育学級運営委員長はＰＴＡ会長が務めるものとする。 

② 家庭教育学級委員は、全学年より選出し、委員の互選により学級長及び副学級長を設ける。 

 

第 ２３ 条 文 化 委 員 会 

① 文化委員会は、児童の健全な育成のため西富祭運営を企画・実施する。 

② 文化委員は、全学年より選出し、委員の互選により委員長及び副委員長を設ける。 

 

第 ２４ 条 選 考 委 員 会 

      ① 選考委員会は、次年度の本部役員候補を選出し、総会に推薦する。 

      ② 選考委員は、全学年より選出し、委員の互選により委員長、書記、会計を設ける。 

 

第 ２５ 条 委 員 の 所 属 

会員は任意に前条に掲げる委員会のいずれかに所属し、委員会活動を推進することができる。 

      教職員は、各委員会の委員として任意に参加する。 

 

第 ２６ 条 委 員 会 運 営 

各委員会は、第 14 条の規定による運営委員会の審議を経た事業計画については、その決定に従

わなければならない。 

 

第 ９ 章  個 人 情 報 の 取 り 扱 い  

 

第 ２７ 条 この章は、所沢市立西富小学校ＰＴＡ（以下「本会」と称す）の保有する個人情報について、の

適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と利

益を保護することを目的とする。 

第 ２８ 条 本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個人情

報の取得、利用、管理を適正におこなう。 

第 ２９ 条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述により特定の個人を識別できるものをいう。 

第 ３０ 条 本会における個人情報の管理者は会長とする。 

第 ３１ 条 本会における個人情報の取扱者は「所沢市立西富小学校ＰＴＡ組織図」に記載される組織に属す

る役員及び教職員（学校長含む）並びに所沢市ＰＴＡ連合会とする。 

第 ３２ 条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的

に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。 

第 ３３ 条 本会は、次の個人情報を第３５条に定めた利用目的を示した上で、ＰＴＡ会員より取得する。 

① 氏名                                                                          

② 住所                                       



③ 電話番号                                                                         

④ メールアドレス 

⑤ 会員の子どもの氏名・クラス 

第 ３４ 条 取得した個人情報は以下の目的のために利用する。 

① 通学班運営に必要な連絡網および名簿作成の為 

② 各種行事の案内及びその参加者確認の為 

③ 資料等の送付の為 

④ 役員・委員の選考・選出の為 

⑤ ＰＴＡ活動の諸連絡の為                                    

⑥ 会費の納入管理の為 

第 ３５ 条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第３４条の規約により特定された利用目的の範囲を

超えて個人情報を取扱わないものとする。 

第 ３６ 条 個人情報が記載されたいかなるものも、管理者または取扱者が鍵付きのロッカーなどに保管し適

正に管理する。また、不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

第 ３７ 条 個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態

を維持し保管する。また、持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをかけるなど

適切におこなう。 

第 ３８ 条 個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第３１条に規定した以外の第三者

への提供をおこなわないものとする。 

① 法令に基づく場合 

②  人の生命、身体又は財産の保護のたに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき 

③ 公衆衛生のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき 

 

第 １０ 章 付     則 

 

第 ３９ 条 慶弔に関する事項は別に慶弔規定を設けて処理する。 

 

第 ４０ 条 本会の規約は総会の決議によって改正することができる。 

 

第 ４１ 条 本会の規約における地区とは、当学校区における通学班編成上の７地区を指す。 

 

第 ４２ 条 本会の運用にあたっては、細則を設けることができる。 

 

第 ４３ 条 ① 本会の規約は昭和５２年５月１２日より施行する。 

② 本会の規約は昭和５６年５月６日より改正施行する。 



③ 本会の規約は昭和５８年５月１４日より改正施行する。 

④ 本会の規約は昭和６０年５月１１日より改正施行する。 

⑤ 本会の規約は昭和６１年５月１０日より改正施行する。 

⑥ 本会の規約は平成２年５月１２日より改正施行する。 

⑦ 本会の規約は平成１１年５月１日より改正施行する。 

⑧ 本会の規約は平成１４年５月１０日より改正施行する。 

⑨ 本会の規約は平成１５年４月２８日より改正施行する。 

⑩ 本会の規約は平成１６年４月２８日より改正施行する。 

⑪ 本会の規約は平成３０年５月１１日より改正施行する。 

⑫ 本会の規約は令和２年５月２２日より改定施行する。 

⑬ 本会の規約は令和３年５月２１日より改定施行する。 

      ⑭ 本会の規約は令和４年５月９日より改定施行する。 

      ⑮ 本会の規約は令和７年５月９日より改正施行する。 

      ⑯ 本会の規約は令和８年４月１５日より改正施行する。 

 

第 ４４ 条 広報委員会は、令和８年度に限り活動を休止する。但し、必要に応じて運営委員会の議決を経て

再開することができる。 

 

細     則 

 

(１) 委 員 会 

１条 各委員会の委員は、全学年から選出するものとする。 

２条 各委員会の委員定数は、それぞれ次の通りとする。但し、事業の状況・学年構成等に応じて必要 

ある場合は、運営委員会の承認を得て、定数を増減することができる。 

   ① 広報委員会 6 名 

   ② 家庭教育学級運営委員会 8 名 

   ③ 文化委員会 12 名 

   ④ 選考委員会 4 名 

 

(２) 選 考 委 員 会 

   １条 会長は選考委員会を委嘱し、総会前に委員会を招集し、その作業を委嘱する。 

２条 委員会は選出に先立ち、全Ｐより信任投票を受ける。立候補なき場合は、全Ｐより推薦を受ける。 

３条 選考委員は、推薦により氏名があがり、その意志のある委員は、委員会よりおりる。 

４条 委員会は、発足後、すみやかにその作業にかかり、原則として年度内に役員候補者の選考を終え

なければならない。 

５条 候補者の選考は、その氏名を発表する前に、候補者の同意を得なければならない。 

６条 選考委員会は、総会終了後、自動的に解散するものとする。 

 

(３) 特 別 専 門 委 員 会 

１条 特別専門委員会は、目的達成のため総会の議決を得た事業を推進する。 

２条 特別専門委員は、運営委員会の同意を得て会長が委嘱する。 

３条 特別専門委員の任期は、事業の終了までとし、欠員の生じた場合はこれを補充する。 

 



所沢市立西富小学校ＰＴＡ慶弔規定 
 

 

第 1 条 この規定は、西富小学校ＰＴＡ会員の慶弔等に関する基準を示すものとする。 

 

 

第 2 条 慶弔等に際して贈呈する目的の名称は、次の通りとする。 

見  舞 

弔  慰 

 

 

第 3 条 慶弔の範囲は、次の通りとする。 

見  舞 

次に該当する事項の生じた時は、見舞金を贈る。 

・会員が不慮の災害を被り財産の過半を失った場合（但し、被害が学校区全般に及ぶ場合は除

く。）その都度運営委員会で協議の上、決定する。 

弔  慰 

・会員が死亡した場合は、５，０００円を敬供する。 

・児童が死亡した場合は、花輪と５，０００円を敬供する。 

 

 

第 ４ 条 前条に該当しない校医、庶務手、その他ＰＴＡに係る慶弔の支出は、会長の判断で行う。 

 

 

第 ５ 条 この規定に係る慶弔何れの場合においても、本会の会長名をもって行うことを原則とする。 

 

 

第 ６ 条 本規定によって支出されたものについては、『お返し』は一切無用とする。 

 

 

第 ７ 条 この規定の改正について必要が生じた時は、運営委員会で協議する。 

 

 

 

 

 


